
がんばる経営、応援します。 ───────────── 沼田商工会議所・沼田中小企業相談所 
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「商工ぬまた」は当所のホームページにて公開中です。カラー画像となっていますので是非ご覧下さい。 

     

 

今月号の主な内容 

発 行 人：沼田商工会議所 〒378-0044 郡県県沼田市下之町８８８番地 

テラス沼田７階 

T E L  0 2 7 8 ( 2 3 ) 11 3 7   ht t p : / /w ww. num at a - c c i . o r. j p 

FAX 0278 (24 )0715   E-mail  info@numata-cci .or. jp 

企画編集：広報委員会 

 

県内の機械金属工業に従事する方の技術向上に対する意欲を高め、機械金属工業の振興を図ることを目
的とした「技術者表彰」と将来にわたって県産業に貢献することが期待される若手技術者の意欲を高める
ための「若手技術者奨励賞」の表彰式が去る２月１５日（月）群馬県庁正庁の間にて開催されました。 
 当所からは、技術者表彰に㈱オリエント 田邉 豊さん、㈱セノテック 織田澤 敦さん、若手技術者奨励
賞に㈱オリエント 高橋 勇介さん、㈱セノテック 瀧澤 義明さん、㈱三友 五十嵐 真希斗さんが表彰され
ました。誠におめでとうございました。 
 
 
 

 
・令和３年度沼田商工会議所・中小企業相談所事業計画 

並びに収支予算・・・・・・・・・・・・・・・２、３ 

・群馬県飲食関連事業者等事業継続支援金について・・４ 

・当所が健康経営優良法人として認定されました 

・企業訪問「とくし丸サンモール１号車」・・・・・・５ 

・ぐんま警察官友の会沼田地区感謝状贈呈・・・・６ 

・第３３回沼田公園桜まつりメインイベント中止の 

お知らせ 

・西北毛４商工会議所情報交流コーナー・・・・・７ 

・会員リレー紹介 「光工芸㈲」・・・・・・・・・８ 

事務局日誌／いせいがいいじゃねん！放送スケジュ 

ール／企業短信商工春秋 
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【若手技術者奨励賞】 
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【技術者表彰】 
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  令和 3年(2021)年度沼田商工会議所・中小企業相談所 事業計画並びに収支予算決まる 

１．【基本方針】 
新型コロナウイルス感染症は瞬く間に全世界に拡大し、いまだ収束のめどが立っておりません。決

め手であるワクチン接種は緒についたばかりであり、今後も新型コロナウイルス感染症を前提にした
経済活動を強いられることが予想されます。 
昨年は製造業だけでなく、観光やサービス業などの非製造業に至るまで、全業種に亘り大きな経済

的な打撃を受け、大恐慌以来の未曽有の事態に直面した大変厳しい年でありました。企業は業種を問
わず需要が蒸発してしまうというかつて経験したことのない事態に見舞われ、特に中小・小規模事業
者は極めて厳しい経営環境に置かれています。国や自治体等の支援策を最大限に活用し、ギリギリの
ところで耐え忍んではいるものの、今後も厳しい経済情勢がさらに長期化することが予想され、全国
的にも倒産や廃業が急増することが懸念されています。 
沼田商工会議所にとっても、数多くのイベントを中止せざるを得ない一年になり、地域経済活動に

も大きな影響を及ぼしました。昨年１月には「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、
国の特別支援給付金や雇用調整給付金などのサポート事業を行うほか、訪問活動を強化し中小事業者
が直面する現状を把握することで、制度政策要望や緊急要請活動にいかしてまいりました。また、影
響が最も大きいと言われている飲食業においては、クラウドファンディングを活用した「みらいメシ」
に取り組むとともに、会員の協力のもと地域支援プロジェクト「～地域の絆・ 夢ある若者へ～」を実
施、国際ソロプチミストとの協働による奨学金支給を行いました。 
一方、コロナ禍が長期化する中では自ら気概を持って、知恵と工夫を最大限に発揮して、この苦難

を乗り切る懸命な努力が必要です。先を見通すことが困難な中にあっても、変化への対応力が求めら
れています。コロナを契機として新商品やサービス開発、デジタル化などに積極的に挑戦することで、
コロナ禍を克服していかなければなりません。 
そのためには、常にアンテナを高く張り、国・県・市や日本商工会議所などの施策についての理 

解を深め、必要とする情報を共有することがますます重要になります。 
沼田商工会議所は地域の中小企業および事業者から信頼され、期待される地域の経済団体として 

的確な情報発信に心がけながら、経営相談に取り組むとともに、地域課題の解決に向けて国や自治 
体、近隣商工会などと密接な連携を図りつつ、引き続き沼田市経済の発展に寄与してまいります。 

２．【重点項目】 
１）コロナ禍にある会員企業のニーズに対応し、必要な融資の斡旋、経営改善につながる補助金申請

のサポート及び行政の施策に対応できる伴走型の経営支援 
２）アフターコロナのための業務の見直しと事務機器及びネット環境を含めた生産性向上のための情

報処理環境を充実させる 
３）関係機関と連携しながら奥利根広域観光連絡協議会を推進し、交流人口の呼び込みのための魅力

事業（主にソフト事業の視点からのまちづくり）の推進 
４）アフターコロナを見据えた地域経済発展のための要望事項の集約と陳情事業 
５）会員企業の健康経営と福利厚生サービスの向上並びに当所の財政基盤を強化するため、総務委員

会を中心に役員議員による会員拡大と組織率向上及び共済制度・保険制度の加入促進活動を強力
に実施する 

６）新型コロナウイルス感染症拡大の防止を念頭に置きながらも、今後の組織活性化のために必要な
委員会及び部会代表者、商店街代表者等による意見交換会の開催 

７）コロナ禍におけるソーシャルディスタンスの必要性と魅力情報発信（ＳＮＳの活用）による地域
活性化の推進 

８）アフターコロナを見据えたインバウンド対応のほか、ウイズコロナの県外交流人口の呼び込みの
ための魅力事業（主にソフト事業の視点からのまちづくり）の推進 

９）選択と集中により、継続事業の見直しを検討 
１０）沼田市と連携を図り、沼田市海外販路開拓支援事業の推進と農商工及び観光サービス業との連携

及び６次産業の育成を図る 
１１）群馬県や沼田市が実施する事業に対し、地域と連携・協力しながら支援する 
１２）沼田商工会館の維持管理と将来に向けての検討 

【営業部 保証第二課】 ℡ 027-231-8819 

事業資金・経営課題の解決に関することは 

【HP アドレス】https://gunma-cgc.or.jp/ 

お気軽にご相談ください。 

群馬県信用保証協会 
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１．会議所運営・組織強化対策事業 

２．商業振興対策事業 

３．工業振興対策事業 

４．地域の振興と活性化に関する事業 

５．国際交流事業に関する事業 

 

６．労務に関する事業 

７．会員福利事業 

８．調査広報事業 

９．金融、税務に関する事業 

１０．商工技術に関する事業 

１１．その他事業 

 

 ニ  労務 
① 労働保険等の普及、加入促進並びに諸手続 
② 特定退職金共済等各種共済制度の普及並びに加入 

促進 
③ 雇用対策等相談、指導 
④ 労働保険一人親方組合運営と指導 
⑤ 労務に関する相談、指導 

２． 創業しやすい環境整備、創業者の発掘、育成 
① 中心市街地空き店舗活用事業の推進 

３． 沼田創業支援センター運営協議会（ぬまた起業塾） 
    の参画や日本政策金融公庫等の創業ネットワーク 

との連携 
４．６次産業事業（農商工連携）の推進 
５．インターネット事業の充実と推進 
① ＩＴを活用した販売促進・販路開拓支援 
② ＷＥＢセミナーの開催 

６． 女性会、青年部活動の推進 
① 女性会事業への支援 
② 青年部事業への支援 

７． 小規模事業施策の普及並びに広報活動（情報収集 
と提供）の実施 

① ｢経営発達支援計画｣の事業研究と申請 
② ｢事業継続力強化支援計画」に基づく事業者支援 

８． 容器包装リサイクル法に係る再商品化委託業務の 
推進 

９． 企画提案型事業の実施 

 

１． 経営指導員、補助員による巡回窓口相談、 

指導の強化 

イ  金融 
① 小規模事業者経営改善資金（マル経）制度の普及 

並びに推薦 
② 沼田市小口資金等制度融資の普及並びに斡旋 
③ 商工会議所メンバーズ制度融資の普及と推進 
④ 国、県、市の各種制度融資の普及並びに斡旋 
⑤ 日本政策金融公庫等制度融資の普及並びに斡旋 
⑥ 群馬県信用保証協会との連携 

ロ  税務 
① 青色申告等の記帳、決算、申告の相談指導 
② 記帳指導  
③ 税法研究、講習会の開催  
④ 税務に関する指導 

ハ  経営 
① 企業ニーズに対応する支援体制強化 
② 経営革新等支援機関としての小規模事業者の補助金  

活用の促進 
③ 専門家派遣事業の斡旋 
④ 各種セミナー・講習会、講演会の開催 
⑤ 創業、第二創業、事業承継支援 
⑥ 小規模企業共済制度、中小企業倒産防止共済制度の 

普及並びに加入促進 
⑦ 地域活性化事業への支援 
⑧ 中心市街地まちづくり事業を推進するためのアドバ 

イスと支援 
⑨ 取引紹介 
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日本健康会議から健康経営優良法人として認定されました 
 沼田商工会議所は、昨年１１月に申請を行った健康経営優良法
人（中小規模法人部門）に認定されました。 

本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」
と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの
部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。 

「健康経営優良法人」に認定されると、従業員や求職者、関係
企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考
え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的な評価を受けら
れます。また、「健康経営優良法人」ロゴマークの使用が可能とな
ります。そのほか、健康経営優良法人や健康経営に取り組む企業
向けに、自治体や金融機関等においてさまざまなインセンティブ
があります。 

詳しくは経済産業省ホームページ｢健康経営優良法人認定制度｣
をご参照ください。 

※この記事は経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/k    
enkoukeiei_yuryouhouzin.html） 

のページを加工・引用しました。 

 

 

◇◇◇群馬県飲食関連事業者等事業継続支援金について◇◇◇ 
【趣旨】 

新型コロナウイルスの感染症拡大に際し、群馬県では新型インフルエンザ等特別措置法第２４条
第９項に基づき、令和２年１２月１５日から令和３年３月１日までの間、県内一部地域における接
待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店に対し、営業時間短縮の協力要請を行いまし
た。この時短要請に伴い、直接的な影響を受けた事業者の皆様に対して、「飲食関連事業者等事業継
続支援金」を支給します。 

※感染症対策営業時間短縮要請協力金の対象である飲食店等は本支援金の対象となりません。 

【支給要件】 

・県内に事業所を有している中小企業基本法で定める中小・小規模事業者及び個人事業者である事 

・群馬県の営業時間短縮要請の対象地域の飲食店と直接的な取引があること。 

 ※対象地域：前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町 

・令和３年１月又は２月の事業収入（売上）が前年同月比で３０％以上減少したこと。 

【支給額】 

令和３年１月又は２月の事業収入（売上）における対前年同月比での減少額（千円未満切捨て） 

※法人においては上限４０万円、個人事業主においては上限２０万円とします。 

※一事業者あたり、一度限りの支給とします。 

≪問い合わせ先≫※電話対応のみ 

群馬県飲食関連事業者等事業継続支援金コールセンター 

電話番号：０５０－５４４５－３５６０ 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日・祝日を含む） 

≪申請書類の入手方法≫※令和３年３月１７日（水）から配布 

以下の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。 

・県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00085.html）からダウンロード 

・県行政県税事務所及び各市町村 

・商工会議所・商工会 

≪受付期間≫ 

令和３年３月１８日（木）から同年４月２８日（水）まで 

●その他、詳しい申請方法等は群馬県ホームページ「飲食関連事業者等事業継続支援金について
（https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00085.html）」をご覧ください。 
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－移動販売車を始めたきっかけを教えてください 
サンモールさんのとくし丸事業説明会のチラシを見

て、説明会に参加したことがきっかけです。それ以前
はとくし丸のことは全く知りませんでした。移動販売
の経験はなかったので、まずは販売ルートを覚えるこ
とから始めました。 
―事業内容を教えてください 
サンモールさんの商品を販売車に積んで、各家庭を

回りながら訪問販売をしています。基本的には一人で
販売車の運転から販売まで行います。 
―商品はどのようなものを積んでいらっしゃるのでし
ょうか？ 
生鮮食品から生活雑貨まで幅広く販売しています。

酒類・タバコ以外のサンモールさんで売っている商品
は大抵販売できます。お惣菜や果物がよく売れますね。
冷凍食品も販売していますよ。 
―販売の範囲とコースを教えてください 
販売範囲はサンモール桜町から5キロ圏内の柳町や高
橋場町など。コースは曜日で分かれていて、月・木、
火・金、水曜日の３コースです。販売車がきたことを
知らせる音楽を鳴らしながら一軒一軒訪問し、ご自宅
のお庭でお買い物をして頂きます。営業時間は月曜日
～金曜日の午前１０時から午後５時です。土日はお休
みです。 
－自宅の庭先まで来てくれるのは買い物に行くのが困
難な方々にとっては大変嬉しいサービスですね。１コ
ースの停車は何件くらいですか？ 
1コース35ヶ所程度ですね。ご要望があればサンモー
ルさんに連絡していただき、私が回っているエリアで
あれば訪問させて頂きます。 
―買い物難民というのは社会問題にもなっています
が、それを解決するビジネスでもありますね 
高齢になると車の運転に不安があり、免許を返納する
方も増えています。また、開業の際に開拓に回ったん
ですが、その中で「まだ今は大丈夫。でも2,3年後は必
要になると思う」という方が結構いらっしゃいました。 
－介護施設にも訪問されているのですね 
サンモール近くの介護施設にも月に2回訪問して販

売を行っています。サポートの方に付き添われてです
が、楽しそうにお買い物をしてらっしゃいますよ。 
－個人事業主として1人で運営していらっしゃいます
が、不安などはありませんか 
一人で運営する事は大変ですが、逆に誰にも気兼ね

がなく自由にできるという面もあります。ただ確定申

告が来年以降大変なので、そのときは沼田商工会議
所に助けてもらいたいと思っています。 
―やりがいを感じるときはいつですか？ 
 やはりお客様が喜んでくださるときですね。訪問
を楽しみに待っていてくれるお客様がいることが励
みになります。営業に天候は関係ないので、大雪の
日に各家庭に伺ったら大変喜ばれました。買い物が
できて本当に助かるよ、と言ってくださるととても
嬉しいですね。 
－個々のお客様に細やかに接しておられると思いま
すが、その上で注意していることはありますか？ 
週に２回同じルートを回りますが、前回と同じも

のを何度も買われている場合は一声かけるようにし
ています。 
－市と見守り協定を結んでいらっしゃいますが、ど
のような活動をされていますか？ 
まだそのようなことはありませんが、いつも来る

方が暫く来なかったり、異変を感じたりしたら、必
要に応じて市に連絡します。 
－今後の展望は 
今のお客様を大切にして、なるべくご要望に応え

られるようにしていきたいと考えています。また、
節分の時は恵方巻、ひなまつりの時はさくら餅やち
らし寿司など、行事ごとに積み込む商品を替えたり
していきたいですね。品揃えをどんどん増やしたり
して、よりお客様に喜んでいただけるよう努力して
いきたいと思います。 
…取材を終えて… 
 通信販売でも自宅で買い物はできますが、コミュ
ニケーションは取れません。ですが、こういった訪
問販売なら、売り手と買い手の会話が生まれます。
生活するのに欠かせないインフラとして機能する一
方、無くなりつつあった人と人との交流が自然と生
まれていました。単身のお年寄りが増えている今だ
からこそ、社会問題を解決する重要な役割だと感じ
ました。今後の更なる飛躍を期待します。 

（聞き手 中村専務） 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【会社概要】 
事業所名 とくし丸サンモール１号車  
代 表 者 石井 フミ江 
【移動販売車についての問い合わせ先】  
(株)サンモール桜町店 
住   所 沼田市桜町 1966-2 
Ｔ Ｅ Ｌ 080-9093-0181 (担当 先崎さん)  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
中
村
専
務
と 

代
表
の
石
井
さ
ん
】 

【停車場ではたくさんのお客様が

石井さんを待っていました】 

【
日
用
品
や
フ
ル
ー
ツ
、
お
総
菜
に
お
菓
子

な
ど
、
多
種
多
様
な
商
品
が
い
っ
ぱ
い
】 
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～ぐんま警察官友の会沼田地区 感謝状贈呈～ 

議所連合会が母体となって結成しました。当会は群馬県の治安にあたる警察官の活動に
感謝し、友情の声援をおくろうとする有志をもって組織し、永年勤続警察官の表彰な
どの事業を行っています。現在会員募集中ですので、詳細等・お問合せは当所（ＴＥ
Ｌ２３－１１３７）までお願いいたします。 

 

●
感
謝
状
受
領
者
ご
芳
名
（
順
不
同
）
● 

・
群
馬
県
警
部
補 
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正
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様 
 

・
群
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岡
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３月末に沼田警察署で定
年退職を迎える警察官の皆
様に対し、３月１６日(火)
に当所会頭室にて感謝状贈
呈式が行われました。 
皆様には警察活動を通じ

て市民が安全に暮らせる街
づくりに多大なご尽力を頂
きました。永年のご労苦に
対し敬意を表します。  
ぐんま警察官友の会は、

昭和４１年に群馬県商工会 

 
第33回沼田公園桜まつり メインイベント 開催中止のご案内  

 
第33回桜まつりにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止上の観点から４月

１１日のメインイベントは中止とさせていただくこととなりました。 

なお、提灯点灯、御殿桜・鐘楼のライトアップについては4月2日～4月22日の期間に時間
を短縮し（18時～20時）実施予定ですが、今後開花状況等により期間が変更になることも
ございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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西北毛４商工会議所が広域連携し、会員の皆様に観光イベント・研修会などの情報をお知らせ致します。 

創  業 
百二十五年 

 

 
 
 
 

代表取締役 桑 原  滋 
 

材 木 町 本 店 沼田市材木町 212 TEL22-2010 FAX23-0210 

不二家月夜野ベイシア店 みなかみ町下牧 482 ベイシア月夜野店内 TEL62-2088 

  

ふじの咲く丘・ふじふれあい館 
 
市の花「藤」をテーマにした公園です。約 2.3ha の園内には、全長約 250m の藤棚や、45 種類の藤

が植えられた見本園があり、紫の他にも白やピンクなどさまざまな色や形の藤の花を楽しむことができ
ます。藤の見頃は、4月下旬～5月上旬頃となります。 

○所在地  藤岡市藤岡 2690-7 

○開館時間 午前 9時～午後 4時 

○休館日  火曜日（祝日の場合翌日） 

年末年始（12月 25日～1月 7日） 

○入場料  無料 

○問合せ先 ふじふれあい館 TEL 0274-22-8111 

ワイルドディナー★夕暮れサファリ 
夕暮れ時、動物たちのディナータイムを楽しもう！野生の迫力を感じる無類のツアー！エサ場に一斉に

群がる草食動物たち、肉に飛びつくライオンやホワイトタイガーたちを目撃しにぜひお出掛けください。 

≪１日８０名様までの特別なツアー≫ 

＜６月・７月の開催日＞ 

６月１２日(土)・１９日(土)／７月１７日(土)・１８日(日)・２２日(木)・２３日(金)・２４日(土)・３１日(土) 

＜受付時間＞ 午後４時～５時 

＜入園料金＞  

大人 ２，７００円・小人(３才～中学生) １，４００円 

   ＋バス料金 ５００円 

※サファリバスに乗り換えてのツアーとなります。 

※問い合わせ先 群馬サファリパーク  

ＴＥＬ ０２７４－６４－２１１１１ 

 URL https://www.safari.co.jp 

正蓮寺ぼたん祭り 
 
正蓮寺は、通称「ぼたん寺」という愛称で親しまれ、起伏に富んだ日本庭園に配した 90種１５００

株のボタンが楽しめます。期間中のみ入園可能となっています。是非、ご鑑賞ください。  

見 頃 ４月下旬頃予定 

場 所 正蓮寺（渋川市渋川（寄居町）２１６０） 

開園時間 午前８時～午後６時 

入 園 料 大人３００円、高校生以下無料 

アクセス 関越自動車道渋川伊香保ＩＣから車で約 10分 

問 合 せ 正蓮寺 電話０２７９・２２・０８３８ 



－８－ 

 

 

お

買

い

物

は

地

元

商

店

で 

  

事務局日誌 
▼２月 
18日・ストップコロナ現地調査 

・望郷ラインセンチュリーライド 
実行委員会オンライン会議 

   ・当所広報委員会 
   ・当所青年部さくら委員会 
   ・当所青年部次年度合同委員会 
19日・県内4会議所専務理事会議 
22日・東和銀行沼田支店新店舗開店式典 

・確定申告無料相談会 
24日・ストップコロナ現地調査 

（～26日） 
25日・広観連観光開発委員会会議 
26日・広観連情報発信委員会会議 
28日・第157回簿記検定 
▼３月  
  2日・確定申告無料相談会 
    ・当所青年部次年度役員会・本部会 
  3日・tengooミーテイング 
    ・FMOZE放送 
 
 

 

【２／１８～３／２１】〔会員数３月末：1077〕 

 商工春秋 コロナの影響が広まって約１年が過ぎようとしている。徐々にワクチン接種が始まっては
いるが、緊急事態宣言や飲食店の時短営業など、まだまだ私たちの生活に影響を及ぼしている現状である。
しかし初のオリンピック延期であったが、３月２５日から聖火リレーが福島県からスタートした。沼田で
は３１日の予定である。今年も桜まつりのイベントは中止になったが、青年部の方々のご協力で、縮小し
ての沼田公園の取付けられる。宴会でのお花見はできないが、満開の桜を楽しんでもらいたい。(砕) 

4日・広観連観光開発委員会会議 
・NTT ﾕー ｻ゙ 協会第２回支部理事会 

    ・ストップコロナ事前審査会 
8日・県連専務理事会議 

    ・ストップコロナ現地調査（～9日） 
10日・正副会頭会議 
    ・FMOZE放送 
    ・当所青年部本部会・役員会 
11日・確定申告無料相談会 
    ・ストップコロナ事前審査会 
12日・広観連合同委員会 
15日・当所総務委員会 
    ・県下相談所長会議 
16日・当所青年部県青連次年度役員 

予定者会議・会員交流会 
    ・県青連第6回役員会・通常総会 
    ・ぐんま警察官友の会感謝状贈呈式 
    ・中心市街地活性化の会 
17日・公共交通検討会議 
    ・FMOZE放送 
18日・当所常議員会 
19日・観光推進会議 

 

 

イブニングテラス７６５ 
毎週水曜日 １８：３０～ 

沼田商工会議所コーナー 

いせいがいいじゃねん！ 
出演予定者 

4／７ テーマ：会報 4 月号の紹介 
（水）出演者：藤塚局長 

4／14 テーマ：共済制度の紹介 
（水）出演者：藤塚局長・林主任  

4／21 テーマ：時節の話題 
（水）出演者：藤塚局長 

4／28 テーマ：当所の行う各種団体業務
の紹介 

（水）出演者：藤塚局長・木村主任  
 

光工芸有限会社 
◇代表者 髙橋 和朗 

◇住 所 沼田市戸神町 200番地 

◇ＴＥＬ 23-3100 

◇業 種 製造業（紙製什器・紙製家具・広告印刷物等） 

昭和５６年から個人で塗装や看板等製作し、平成元年より会社組織として営業しております。地元での看
板や印刷等を手がけ、１２年前からスェーデン製のリボードという軽くて丈夫な紙で出来ている素材を使
い、アパレルメーカー様の POP・ディスプレイ・紙製の什器等を多く作ってまいりました。 
昨今ではコロナ禍で需要も様変わりし、飛沫防止のパーテーションを一番多く製作しております。アクリ

ル製はもちろん、リボードを使って作るパーテーションは軽量で、自在な形を製作できます。 
沼田市役所の３階総合案内所も弊社で製作しました。直径３ｍの円形のブースも綺麗になりましたので、

ぜひ市役所へお出かけの際にはご覧ください。オリジナルのパーテーションも数多く製作しておりますの
で、ご相談お待ちしております。         ≪紹介者 セレクトショップ ＹＡＳＵＤＡさん≫ 

◇事業所名・住所変更◇ 
・Josyu Entertainment 
 旧事業所名）上州真田武将隊 商い処 松之屋 
 旧 住 所）沼田市中町 1126 
 新事業所名）Josyu Entertainment 

新 住 所）沼田市西倉内町 594沼田公園内交流ハウス 

企業短信 


